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巻
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号

ノ1、

ツ
ィ

l
シ
ヤ
ン
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

序

E市

K

ッ
ィ

l
シ
ヤ
ン
ク
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
展
開
の
中
で
、

国
家
資
金
、
及
び
、
国
家
的
な
措
置
に
も
左
づ
く
所
得
の
再
分
配
を
規
定

す
る
法
則
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
Q

す
な
わ

b
、
単
な
る
資
本
主
義
的
私

企
業
の
投
資
で
は
な
く
て
、
資
本
主
義
国
家
が
担
当
し
、
投
下
す
る
資
本

は
、
と
の
よ
う
な
必
然
性
を
も
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
ま
た
、
資
本
制
的
蓄

積
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
私
企
業
の
投
資
正
、
国
家
投
資
と

の
区
別
、
ま
た
、
両
者
の
中
間
的
な
形
態
と
も
考
え
ら
れ
る
株
式
会
社
の

投
資
形
式
と
の
区
別
が
問
題
に
な
る
。

ま
た
、
現
代
国
家
は
、
財
政
投
融
資
晶
、
、
補
助
金
の
よ
う
に
直
接
的
な

国
家
資
金
の
利
刷
ど
け
で
な
く
、
減
税
措
宵
干
、
法
律
的
な
投
資
規
制
ゃ

に
よ
る
間
接
的
な
投
資
援
助
の
手
段
も
併
せ
て
持
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

ら
両
者
を
統
一
的
に
説
明
出
来
る
原
理
が
強
く
要
一
請
さ
れ
る
。

J通

上

。|享

ア
ィ

i
v
γ
Y
ク
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
的
要
請
に
対
し
て
、
二
つ
の
命

題
を
提
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

彼
の
第
一
の
試
み
は
、
私
的
資
本
家
の
何
人
企
業
、
株
式
会
社
、
独
占
、

国
家
独
占
を
、
資
本
主
義
内
部
に
お
け
る
生
産
関
係
の
発
展
段
階
と
し
て

把
握
し
、
こ
の
発
艮
段
階
を
規
注
す
る
法
則
性
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
、
生
産
力
の
発
展
、
社
会
化
に
照
応
す
る
生
産
関
係
の
社

会
化
の
発
展
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
示
し
て
、
生
産
力
の
発
展
に
も
と
つ
く

生
産
関
係
と
の
矛
盾
の
一
時
的
解
決
が
、
新
し
い
生
産
関
係
の
形
成
を
意

除
す
る
と
い
う
明
快
な
公
式
を
う
ち
た
て
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
生
産
力
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、
個
人
企
業
の
手
に
負
え
な
く

な
れ
ば
、
株
式
会
社
が
中
ま
れ
、
更
に
生
産
力
が
発
展
す
れ
ば
、
独
占
、

更
に
は
、
国
家
独
占
が
、
新
し
い
生
産
関
係
と
し
て
生
ま
れ
山
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

乙
の
見
解
は
、
わ
が
国
で
も
、
東
独
で
も
、
多
く
の
反
論
を
よ
び
お
こ

し
、
ツ
f
!
シ
ャ
ン
ク
自
身
も
問
己
批
判
の
一
中
で
、
東
独
で
の
批
判
を
大



部
分
受
け
入
れ
、
生
産
力
主
生
産
関
係
に
関
す
る
シ
ェ
ー
マ
の
機
械
的
な

4
 

適
用
を
誤
り
シ
一
認
め
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
が
新
著
で
導
入
し
た
基
本
的
な
視
角
は
「
資
本
書
私
ー
と

い
う
一
般
的
な
命
題
で
あ
り
、
国
家
投
資
を
投
資
金
融
の
側
面
か
ら
、
す

な
わ
ち
、
蓄
積
過
程
の
一
契
機
と
し
て
む
貨
幣
資
木
調
達
様
式
と
い
う
部

分
的
な
問
題
と
し
て
把
屈
し
よ
う
と
し
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
い
て
は
、
最
大
出
利
潤
法
則
に
も

と
づ
い
て
、
独
占
体
の
蓄
積
の
た
め
に
、
国
民
所
得
の
再
分
配
が
行
わ
れ

る
u

こ
の
過
起
は
、
投
資
金
融
に
反
映
し
て
、
資
本
而
場
の
自
動
調
節
作

加
を
彼
城

L
、
資
本
主
義
の
腐
朽
化
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
に
し

τ、

独
占
休
の
菩
積
の
た
め
の
国
民
所
得
再
分
配
と
い
う
基
本
的
な
命
題
が
、

国
家
投
資
を
説
明
す
る
理
論
的
基
礎
シ
一
な
っ
た
り
で
あ
も
r

川
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L
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典
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要
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は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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ィ
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本
主
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論
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つ
い
て

マ
ル
ク
ス
は
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株
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会
社
に
つ
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言
う
ロ

「
こ
れ
こ
そ
は
、
資
本
制
的
生
産
時
式
そ
の
も
り
の
内
部
で
の
資

本
制
的
生
産
税
式
の
止
紛
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
目
身
を
止

揚
す
る
矛
居
で
あ
っ
て
、
こ
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矛
盾
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見
あ
き
ら
か
に
、
新
立

な
一
生
保
形
態
へ
の
単
な
る
通
過
点
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
」
パ
ロ

E

同
名
E
H
H
H
H
H
印

ω
均
由
)

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
株
式
会
社
、
ト
ラ
ス
ト
、
固
有
に
つ
い
マ
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う
ω

「
と
ほ
う
も
な
く
増
大
し
て
ゆ
く
生
産
諸
力
が
、
そ
り
資
本
家
的

特
性
に
対
し
て
お
ト
な
う
こ
り
反
抗
、
そ
の
社
会
的
本
性
の
承
認
を

せ
ま
る
こ
の
高
ま
っ
て
行
く
強
要
こ
そ
は
、
資
本
家
閣
紙
そ
の
も
の

に
対
し
て
、
資
本
関
係
の
内
部
C
可
能
な
限
り
で
、
ま
す
ま
す
こ
れ

ら
の
生
産
諸
力
を
社
会
的
生
産

A
と
し
て
し
乙
り
あ
っ
か
う
こ
之
を
強

い
る
も
の
で
あ
る
。
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注
目
し
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い
る
。
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資
本
主
義
は
、
商
品
生
産
が
、
た
と
え
そ
れ
が
以
前
と
同
様
に

『
支
配
』
し
て
お
り
、
全
経
済
の
基
礎
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
に

口
、
す
で
に
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り
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ず
さ
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る
ほ
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ま
で
発
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第
一
の
彼
の
試
み
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
を
生
産
関
係
と
し
て
把
握

し
よ
う
と
す
る
一
種
の
方
法
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
上
部
構
造
と
し
て
自
国
家
独
占
資
本
主
義
に
は
、

土
台
k
し
て
の
そ
れ
が
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
、
こ
の
土
台
が
、
い
か

に
し
て
成
立
す
る
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
生
産
力
と
生
産
関
係
に
闘

す
る
彼
の
シ
ェ

l
γ

は
、
こ
の
試
み
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

彼
は
、
財
政
投
資
の
よ
う
な
直
接
的
国
家
投
資
も
、
免
税
立
法
や
、
資
本

蓄
積
を
促
進
す
る
制
度
、
法
律
な
ど
、
間
接
的
な
蓄
積
の
暖
則
も
、
一
括

し
て
、
生
産
関
係
の
中
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
(
前
出
回

0
1四
一
買
)

彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
家
独
占
資
本
主
義
的
措
置
は
、
上
部
構

造
で
あ
る
以
前
に
、
生
産
力
白
一
定
白
水
準
に
照
応
し
た
社
会
的
な
組
織

で
あ
り
、
生
産
関
係
で
あ
る
。
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
独
占
資
本
主
義

は
、
こ
の
よ
う
な
土
台
に
依
拠
し
て
、
経
済
へ
の
干
渉
を
強
め
、
土
台
と

し
て
の
岡
山
嵐
独
占
資
本
主
義
の
運
動
法
則
を
確
認
し
、
促
進
す
る
に
す
ぎ

な
い
。
(
こ
白
事
態
は
、
貨
幣
流
通
の
零
倒
的
な
法
則
を
貨
幣
制
度
が
媒

介
し
、
人
間
の
意
識
的
な
行
動
と

L
C
実
現
す
る
の
に
例
え
る
こ
と
が
出

来
る
。
国
民
所
得
の
再
分
配
等
々
は
、
上
部
構
造
か
ら
独
立
し
た
客
観
的

な
経
済
法
別
で
あ
り
、
上
部
構
造
は
己
れ
を
媒
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
)

そ
し
て
、
国
家
が
、
士
台
に
転
化
す
る
必
然
件
は
、
彼
の
最
d

初
の
+
毛
剤
取

に
よ
る

k
、
生
産
力
の
社
会
化
に
伴
う
、
生
産
関
係
の
社
会
白
か
ら
説
明



さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
が
、
生
産
H
H
と
生
産
関
係
の
社
会
化
に
関
す
る
シ
ェ
ー
マ

の
国
家
独
占
資
木
主
義
へ
の
適
用
を
誤
り
と
認
め
た
と
す
る
と
、
国
家
独

占
資
本
主
義
む
必
然
性
を
と
り
様
な
理
論
に
も
と
づ
い
て
説
明
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
、
直
ち
に
提
起
さ
れ
て
く
る
u

ま
た
、
こ
れ
と
と
も
に
、
「
生
産
関
係
」
と
し
て
国
家
独
占
資
本
午
語

を
ま
ず
把
揮
し
た
上
で
、
己
の
運
動
法
則
を
確
認
し
、
媒
介
す
る
主
い
う

視
角
か
ら
だ
け
土
部
構
造
を
問
題
に
す
る
彼
白
方
法
論
に
つ
い
て
も
、
再

考
が
必
要
と
な
る
。

例
え
ば
、
彼
が
、
最
近
の
著
作
で
用
い
て
い
る
「
国
民
所
得
の
再
分
配
」

と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
t
み
よ
う
。

彼
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
の
資
傘
、
法
的
措
置
を
通
じ
て
の
資
本

蓄
積
過
程
の
本
質
的
な
変
化
を
説
明
し
よ
う
と
し
℃
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
に
、
一
つ
の
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
従
来
の
方
法
論
に
従
っ
て
、
上
部
構
造
を
捨

象
し
、
生
産
関
係
に
お
け
る
変
化
。
必
然
性
か
ら
、
国
民
所
得
。
再
分
配

を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
生
産
関
係
に
お
け
あ
変
化
|
|

具
体
的
に
は
、
国
家
の
経
済
的
機
惜
の
増
大
ー
ー
を
、
再
生
産
過
程
の
要

請
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
生
産
力
を
発
展
さ
せ
、
拡
大
再
生
産
を
行
う
た
め

の
新
し
い
社
会
的
組
織
の
裂
請
と
い
う
論
理
か
ら
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
「
生
産
関
係
。
新
し
い
段
階
」
と
し
て
の
国
家
独

山
資
本
主
義
と
い
う
彼
の
旧
説
に
逆
一
民
り
し
て
し
ま
う
。
(
許
5
、
前
出
、

ツィ
I
ジ
ヤ
ン
ク
の
悶
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

ω
品
戸

ω
包
品
)

他
方
で
、
彼
は
、
国
家
独
占
資
本
土
義
が
新
し
い
生
産
関
係
で
あ
る
こ

ー
と
を
再
定
し
、
独
市
体
の
下
へ
の
国
家
の
従
属
Lr
い
う
規
定
か
ら
同
家
独

占
資
本
主
義
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
(
註
5
、
前
問
、

m
b
-
ω
N
D
O
U

と
と
ろ
が
、
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
独
占
体
の
利
益
の
た
め
の
国

家
機
関
白
利
用
と
い
う
側
面
、
従
っ
て
、
上
部
構
造
の
規
定
が
、
木
質
的

な
も
の
と
し
て
論
理
の
中
に
入
っ
て
米
ざ
る
を
得
な
い
。

彼
の
場
合
に
は
、
こ
り
こ
っ
O
規
定
が
統
一
さ
れ
な
い
ま
ま
に
併
存
し

て
お
り
、
「
国
家
独
内
資
本
主
義
の
必
然
性
」
と
い
う
場
合
、
「
上
部
構

造
の
変
化
は
、
土
台
の
変
化
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
」
と
い
う
命
題
と
、
「
上

部
構
造
を
捨
象
し
、
ま
ず
、
土
台
と
し
て
把
え
る
。
」
と
い
う
万
法
論
と

は
、
必
ず
し
も
直
線
的
に
結
び
つ
い
1
い
な
い
と
と
を
示
し
て
い
る
。

ー

わ
が
国
に
お
け
る
論
争
も
、
ツ
ィ
l
シ
ヤ
ン
グ
理
論
の
批
判
の
上
に
何

を
う
ち
た
て
る
か
、
ま
士
、
も
っ
と
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
国
家
独
山

資
本
主
義
を
E
Rノ
出
え
る
か
、
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
ツ
ィ
i
シ
ヤ
ン
ク
の
理
論
に
対
す
る
評
価
と
も
か
か
わ
っ
て

く
る
が
、
最
近
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
論
点
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
生
と
発
展
を
、
「
資
本
主

義
の
生
産
力
町
発
展
に
照
応
し
た
生
産
関
係
」
と
4
る
か
、
ま
た
は
、
「
資

本
主
義
の
休
制
的
竜
踊
の
深
ま
り
」
の
上
に
成
立
ル
た
「
独
出
の
よ
り
高

2
 

次
な
社
会
化
の
形
態
」
と
み
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
八
十
七
巻

。
七

第
川
口
方

四



ツ
ィ
[
シ
ャ
ン
タ
の
国
家
柏
占
資
本
主
義
論

r
つ
い
て

こ
の
対
立
は
、
ッ
ィ
ー
シ
キ
ン
ク
の
旧
説
に
対
す
る
評
価
と
指
接
に
関

係
し
て
お
り
、
ま
た
、
生
産
力
、
生
産
関
係
、
土
台
、
卜
部
構
造
等
々
の

抽
象
的
、
基
本
的
な
諸
範
時
と
、
独
占
段
階
、
ま
た
は
、
全
般
的
危
機
と

い
う
資
本
主
義
の
照
史
的
発
展
段
階

mら
生
ま
れ
た
祈
し
い
規
定
と
の
統

一
的
な
把
握
の
必
要
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
の
論
点
は
、
ツ
ィ
l

シ
ヤ
ン
ク
の
提
起
し
た
「
牛
産
関
係
と
し
て

の
国
家
独
占
資
本
主
義
」
と
い
う
方
法
論
を
批
判
的
に
隈
取
し
よ
う
と
し

た
人
々
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

師
団
田
正
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
ツ
ィ
!
シ
ヤ
ン
ク
の
土
張
に
反
し
て
、
経
済

的
諸
制
度
、
経
済
政
策
等
は
、
再
生
産
の
進
行
上
必
要
だ
と
い
う
理
由
だ

け
か
ら
、
生
産
関
係
と
み
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
生
産
干

段
白
所
有
関
係
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
之
、
国
家
独
占
資
木
主
義
に
残
さ
れ
る
生
産
関
係
の
要
素
は
、

国
有
だ
け
と
な
る
。
租
税
、
公
債
は
、
一
五
来
、
二
次
的
な
生
産
関
係
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
固
有
部
門
の
「
資
金
調
達
源
泉
」
と
な
か
。
従
っ
て
、

こ
こ
で
は
、
ヅ
ィ
l
V
ヤ
ン
ク
白
国
家
独
占
に
代
っ
て
、
固
有
が
、
同
家

を
土
台
と
し
て
、
新
し
い
生
産
附
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
、
と
に
な
る
。

国
家
を
「
生
産
関
係
」
と
し
て
考
察
す
る
ツ
ィ
!
シ
ヤ
ン
ク
の
方
法
を

最
も
徹
底
し
た
形
で
適
用
し
た
の
は
井
波
卓
一
氏
で
あ
与
。

民
の
芯
図
は
、
固
有
部
門
が
生
成
す
る
以
削
の
資
本
主
義
に
お
い
て
も
、

生
産
関
係
と
し
て
の
国
家
が
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
を
規
定
し
て
い
る

こ
之
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
。

第
八
ト
七
巻

。
ノ一、

第
四
号

四

こ
の
主
張
は
、
「
土
台
か
ら
み
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
、
国
家
の
形
態

に
お
い
て
総
括
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
命
題
を
根
拠
と
し
、
い
わ
ば
、

生
配
関
係
を
総
括
す
る
と
い
う
同
家
の
機
能
が
あ
る
か
ら
、

K
部
構
造
は
、

そ
の
よ
っ
て
立
つ
恨
拠
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
結
論
を
予
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
述
J

べ
ら
れ
て
い
る
生
産
関
係
の
総
括
と
は
、
資
本
主
義
社
会
で

「
個
々
の
生
産
占
が
、
社
会
的
全
体
的
な
単
一
の
生
産
過
程
に
結
合
さ
れ
」

従
っ
て
「
搾
取
者
土
問
接
的
生
産
省
と
の
関
係
も
ま
た
介
離
す
る
こ

主
の
出
来
な
い
担
会
的
な
階
級
関
係
。
全
体
、
と
し
て
」
「
実
在
」
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
立
ち
入
っ
た
考
察
は
、

国
家
の
木
質
論
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
全

間
的
な
検
討
は
保
留
す
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
新
し
い
生
産
関
係
と
し

て
同
家
独
占
資
本
主
義
を
抱
握
し
よ
う
正
す
る
人
々
の
一
致
し
た
特
色
を

整
理
し
て
み
よ
う
。

第
一
は
、
上
部
構
造
肥
お
け
る
変
化
を
生
産
関
係
の
変
化
か
ら
説
明
す

る
と
い
う
一
般
的
に
は
正
し
い
命
題
か
ら
出
発
し
、

第
二
に
、
何
ら
か
の
形
で
、
生
産
力
の
発
展
か
ら
生
産
関
係
の
変
化
を

説
明
寸
る
と
い
う
ツ
ィ
!
シ
」
ン
ク
の
基
本
命
題
を
継
承
し
、

第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
把
え
た
生
!
日
関
係
の
発
肢
を
確
認
し
、
促

進
す
る
と
い
う
側
面
か
ら
上
部
構
造
を
み
て
行
く
と
い
う
考
え
万
干
あ
る
υ

従
っ
て
、
ツ
ィ
T

V
ヤ
ン
ク
の
提
起
し
た
方
法
論
と
、
生
産
関
係
の
発

展
段
階
説
の
結
び
つ
き
を
あ
き
ら
か
に
し
、
国
家
権
刈
に
よ
る
経
済
干
渉

の
法
則
的
な
把
握
を
試
み
る
こ
と
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
僻
明
の
出
発



ト
川
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
小
論
は
、
東
独
に
お
け
る
論
争
を
手
が
か
り
し
ι
し
て
、
こ
の
側
面

か
ら
の
接
近
大
訊
み
た
も
の
で
あ
る
e

ω
わ
が
国
の
現
代
資
木
主
持
論
争
に
関
す
る
主
要
な
文
献
は
次
O
迫

り
で
あ
る
。

井
汲
即
一
「
過
渡
期
と
し
て
の
此
代
資
本
主
義
」
(
現
代
マ
ル
ク

ス
主
義

E
V、
岡
氏
嗣
「
国
家
独
占
資
本
主
義
」
序
論
、
目
、
「
戦
後

の
卦
気
循
環
と
資
本
主
義
」
(
世
界
一
五
三
号
)
、
問
、
「
戦
後
循
環

の
問
題
点
」
(
貿
易
研
究
士
号
)
、
岡
、
「
布
環
と
同
期
L

(

貿
易
研

究
六
号
三
日
、
「
生
産
関
係
と
し
て
の
国
家
組
占
資
本
主
義
」
(
日

本
経
済
分
析
3
1
岡
、
「
国
家
、
独
占
、
国
家
独
占
資
木
主
義
」
上
、

下
(
思
想
、
一
九
六

O
年
二
、
三
月
号
〉
今
井
則
義
「
経
済
と
技
術

の
諮
問
山
法
則
」
(
経
済
志
林
一
六
巻
一
号
)
、
問
、
「
国
家
独
占
資
木

主
義
論
に
お
け
ゐ
二
つ
の
潮
流
」
(
乱
代
の
叫
論
、
一
九
一
止
九
、
五

月
号
)
、
上
凹
耕
一
郎
「
国
家
独
占
資
本
主
義
摘
に
つ
い
て
」
(
前
衛
、

一
九
五
九
、
八
月
号
)
、
奥
村
茂
次
「
『
現
代
資
本
主
義
論
争
』
を
中

心
と
し
て
」
(
経
済
評
論
、
一
九
五
八
、
臨
時
増
刊
号
)
、
小
柿
広
勝

「
マ
ル
ク
ス
主
義
経
街
理
論
と
現
代
資
本
主
義
研
究
」
(
思
想
回
。

一
号
)
、
海
道
勝
稔
「
ツ
ィ

I
シ
キ
ン
グ
を
め
ぐ
る
国
家
独
占
資
本
主

義
論
」
(
経
済
評
論
、
一
九
六

O
年
七
月
号
)
、
上
林
貞
治
郎
「
株
式

全
社
、
独
自
体
、
同
家
独
占
資
本
主
義
」
(
，
経
常
研
究
凹
六
号
)
、
同
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
白
血
論
」
(
経
済
学
雑
誌
、
一
九
六

O
年
四

五
片
足
勺
)
、
北
岡
芳
治
「
現
代
資
本
主
義
論
と
『
イ
タ
リ
ア
の
道
』
」

(
白
木
経
済
分
析
I
九
問
、
「
現
代
資
本
主
義
論
争
」
(
忠
也
、
一

ツ
ィ

l
シ
ャ
ン
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

九
五
九
年
一
月
月
)
、
木
原
正
株
「
同
家
独
占
資
本
主
義
と
国
民
経

済
「
計
両
化
』
」
(
京
大
臨
済
学
部
問
。
周
咋
記
公
経
済
学
論
集
〉
、

篠
崎
武
「
現
代
資
本
主
義
と
刀
証
法
」
、
島
恭
彦
「
国
家
独
占
資
本

主
識
と
現
代
則
政
」
ハ
現
代
資
木
一
L

エ
義
講
座
E
〉
、
岡
、
「
管
珂
経
済

試
論
」
(
京
大
涯
は
明
芋
部
同
心
周
年
記
/
品
、
経
済
学
論
集
)
、
同
、
「
現

代
資
本
主
義
円
一
分
析
に
つ
い
て
」
(
経
済
評
論
七
巻
三
門
勺
)
、
岡
、
「
現

代
の
国
家
と
則
政
の
浬
論
」
、
杉
田
正
夫
「
批
代
帝
国
主
義
と
同
家

資
本
主
義
論
」
(
現
代
の
理
論
二
九
五
九
年
六
月
号
)
、
畳
崎
稔
「
戦

後
置
業
循
環
と
恐
慌
」
(
札
代
資
本
主
誼
講
座

I
V
司
、
「
ア
メ
リ

カ
資
本
主
義
に
つ
い
て
」
(
経
済
許
諭
七
巻
三
号
〉
、
岡
、
「
現
代
資

本
主
義
前
の
必
要
」
(
京
大
経
済
学
部
四

C
周
年
記
念
経
宿
学
論
集
)
、

皇
国
同
郎
「
「
州
世
代
民
本
主
義
」
論
争
」
(
前
帯
二
二
六
号
)
、
長
洲
一

二
制
「
現
代
資
本
主
裁
と
マ
ル
ク
ス
経
前
学
」
、
同
、
「
現
代
マ
ル
グ

ス
主
義
論
」
、
同
、
「
現
代
資
本
主
義
耐
の
方
法
論
」
(
司
代
の
理
論
、

一
九
五
九
、

t
u
月
号
)
、
名
和
紘
一
「
現
代
資
木
主
義
を
汁
と
う
把
え
る

か
」
(
刊
昇
、
一
九
五
七
年
l
二
月
可
)
、
問
、
「
現
代
資
本
主
義
と

そ
の
社
主
経
済
榊
造
」
(
現
代
資
本
主
義
講
座

I
V
同
、
「
再
び
「
現

代
資
本
主
義
』
諭
に
つ
い
て
」
(
経
済
評
論
、
一
九
五
八
年
臨
時
増

刊
号
)
、
稲
山
豊
「
同
家
仙
占
資
本
主
義
論
争
に
つ
い
て
」
(
九
大
経

済
論
究
、
一
九
六

O
年
三
月
口
三
、
古
畑
義
和
「
わ
が
固
に
お
け
る

国
家
独
占
資
本
主
義
の
問
題
に
よ
せ
て
」
(
経
済
一
計
論
、
一
九
六
ワ
、

七
月
号
)
、
向
笠
良
一
「
抗
代
資
J
A

主
義
分
析
に
関
す
る
若
干
の
問

題
」
(
出
想
、
一
九
五
九
年
一
月
号
)
、
守
屋
内
郎
「
現
代
資
本
主
義

主
マ
ル
ク
ス
主
義
」
(
前
衛
、
一
九
五
八
年
凹
月
号
)
、
向
、
「
国
家

第
八
十
七
巻
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九

第
四
可

四



ツ
ィ
i

シ
」
ン
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

独
占
資
本
主
議
論
に
つ
い
て
」

(
U
本
経
済
分
析
E
)、
同
、
「
戦
後

資
令
主
義
と
『
現
代
資
本
主
義
論
L

」
(
思
想
、
一
九
六

O
年
二
月
号
¥

山
本
二
三
丸
「
『
現
代
資
本
主
義
前
』
の
性
特
に
つ
い

τ」
(
経
済
-
評

論
、
一
九
五
八
年
十
一
月
号
)

向
守
屋
典
郎
「
出
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て
」
(
日
本
経
済
分

析
E
〕
、
六
頁
及
び
「
戦
後
資
本
主
義
、
と
『
現
代
資
本
主
義
論
』
」
(
思

想
、
一
九
六

O
年
二
月
号
)

ω
島
恭
彦
「
現
代
の
困
家
と
則
政
の
理
論
」
三
二

l
三
三
頁

川
刊
杉
田

E
夫
「
現
代
帝
国
主
義
之
凶
家
資
本
主
義
論
」
(
現
代
の
理

論
、
一
九
五
九
年
↓
ハ
月
号
)
九
頁

仙
川
井
波
卓
一
「
国
家
、
独
占
、
国
家
独
占
資
本
主
義
」
上
(
思
組
、

一
九
」
ハ
ワ
年
一
一
月
号
)

、

「
段
階
論
」
の
批
判

国
家
独
占
資
本
主
誌
が
、
新
し
い
生
産
関
係
で
あ
り
、
一
つ
の
新
し
い

段
階
で
あ
る
邑
い
う
ツ
ィ

1
ジ
ヤ
ン
ク
の
主
張
に
対
し
て
、
独
占
資
本
の

究
極
的
発
展
の
立
場
か
ら
|
|
換
言
す
れ
ば
、
典
型
的
独
占
資
本
主
義
と

し
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
を
把
握
す
る
E

ネ
I
ル
ス
の
見
解
を
ま
ず

考
察
し
よ
う
。

彼
女
は
、
国
家
独
占
資
本
王
義
の
経
済
的
本
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
理

論
的
出
活
点
と
し
て
、
「
帝
国
主
義
の
基
使
と
し
て
の
独
占
」
を
お
き
、

「
こ
の
独
占
は
、
国
家
独
山
口
資
本
主
主
へ
の
傾
向
|
|
独
自
体
の
権
力
の

7
へ
の
同
誌
の
従
属

l
l
b
z必
然
的
に
生
み
出
す
」
こ
と
、
従
っ
て
、
国

第
八
十
七
巻

。
第
四
号

凹

l"l 

家
独
占
資
本
主
義
は
「
段
階
」
で
は
な
く
「
傾
向
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
(
同
出
o
F
F
E
E
-
ω
N
g
)

と
と
ろ
で
、
ツ
ィ

l
ジ
ヤ
ン
グ
の
「
段
階
論
」
に
よ
る
主
、
株
式
会
社
、

独
占
、
国
家
独
占
と
い
う
段
階
的
発
展
は
、
生
産
力
の
社
会
化
に
よ
っ
て
、

直
接
に
規
定
さ
れ
る
「
よ
り
社
会
的
な
生
産
関
係
」
の
表
現
な
の
で
あ
る

か
ら
、
国
家
独
占
む
論
理
は
、
独
占
D
論
理
自
体
か
ら
生
み
山
さ
れ
る
と

い
う
よ
り
は
、
生
産
力
の
社
会
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
側
面
に
重
点
が

あ
る
上
う
に
見
え
る
。

こ
の
一
点
で
、
ネ
l
ル
ス
主
ツ
ィ

1
シ
ヘ
ン
ク
は
全
く
違
っ
た
基
礎
に
立

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
彼
女
は
、
国
家
独
占
資
ふ
主
義
を
、
生
産
の
社
会
化
に
対
す

る
資
本
主
義
生
産
凶
係
。
「
順
応
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
自
体
に
は
反

対
し
た
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
独
占
資
本
主
義
と
「
質
的
」
に
区
別
さ
れ
た

新
し
い
生
産
関
係
と
み
る
こ
と
に
反
対
し
、
独
占
資
本
主
義
の
「
極
限
」

へ
白
発
展
在
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
ほ
、
独
占
の
成
立
を
生
産
の
社
会
化
に
対
す
る
一
種
の

寸
順
応
し
と
み
て
し
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
国
家
独
占
資
本
主
義
へ
の

移
行
は
、
「
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
」
、
特
に
そ
の
「
第
二
段
階
」
に
お

け
る
資
本
主
義
の
諸
条
件
の
結
果
だ
と
彼
女
は
主
張
す
ゐ
。
従
っ
て
、

「
今
日
、
資
本
主
義
経
済
の
経
緯
を
研
究
す
る
に
は
、
独
占
体
町
一
権
力

の
下
へ
出
家
が
従
属
し
う
る
し
、
叉
、
従
属
す
る
必
然
性
が
、
独
占
資

本
主
義
の
本
質
か
ら
土
ま
れ
る
こ
と
を
示
す
の
が
妥
当
で
あ
る
6

」
(
同



出
ο
E
P
F日
ω
日
出
)

こ
の
結
論
は
、
独
占
の
論
理
が
、
国
家
の
経
済
」
l

捗
と
究
都
的
に
は
、

一
致
し
て
く
る
こ
L
ζ

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
ツ
ィ
1
シ
ヤ
ン
ク
が
、

生
産
力
発
肢
の
契
機
を
重
視
し
て
い
る
の
k
対
称
的
で
あ
る
。
乙
の
点
は
、

上
部
構
造
論
と
需
按
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、
後
に
立
ち
帰
っ
て
み
た
い
。

G

目
コ
ー
ル
マ
イ
は
、
ネ
1
ル
ス
と
同
様
に
、
「
段
階
論
」
に
反
対
し
、

「
傾
向
」
諭
を
と
る
。
〈
Q
、
同
同
耳
切
吾
、

F
H
F
E
口
o
i
口戸〉

彼
は
、
特
に
次
の
諸
点
に
注
目
し
て
い
る
。

け

ツ

ィ

1
シ
ャ
ン
ク
が
所
有
関
係
と
生
産
関
係
を
同
一
視
し
て
い
る

v
」
し
乙
。

仲
だ
が
、
固
有
は
、
「
本
質
的
」
な
所
有
関
係
の
変
化
を
示
す
も
の

で
は
な
い
。

同
国
家
独
市
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
関
係
の
変
化
と
い
う
問
題
は
、

分
間
関
係
の
変
化
、
特
に
、
財
政
と
、
信
川
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

伺
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
レ
1
ニ
γ
が
、
帝
国
主
義
を
世
界
市
場

の
論
理
的
、
歴
史
的
な
必
然
性
か
ら
理
論
的
に
基
礎
づ
け
た
よ
う
に
、
帝

国
主
義
の
歴
史
的
必
然
刊
と
し
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
彼
の
主
張
の
中
心
は
、
「
国
家
独
占
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、

所
有
関
係
が
変
化
す
る
こ
と
な
し
に
、
分
配
諸
関
係
が
変
化
す
る
」
、
と
い

う
命
題
で
あ
り
、
財
政
、
信
用
待
。
同
次
的
な
生
産
諸
関
係
の
発
展
か
ら
、

困
家
独
占
資
本
主
義
を
基
礎
づ
け
よ
う
正
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
コ
ー
ル
マ
イ
の
主
張
は
、
ツ
ィ

l
シ
ヤ
ン
ク
と
あ
る
種
の

ツィ
l
シ
ャ
ソ
グ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
貨
幣
・
信
用
問
題
の
重
視
で
あ
っ
て
、

ツ
ィ
l

シ
ヤ
ン
ク
は
、
西
ド
イ
ツ
の
投
資
金
融
方
法
の
変
化
、
そ
の
国
家

資
金
と
、
自
己
金
融
の
哨
大
に
着
目
し
て
、
こ
れ
を
「
生
産
力
の
粁
会
化
」

に
照
応
し
た
貨
幣
資
本
調
達
株
式
の
変
化
1
生
産
関
係
の
変
化
と
し
て
把

握
し
た
の
で
あ
る
。
(
同

N
5
2
F
E
F
】

UHczoEO
宕
H
E
A
E昇
5
5

凶

E
2
5
5何
百
者
2
E
Z
A
R
E
E
F
若

者

H

3

8

H

で
明
瞭
に

現
わ
れ
て
い
る
。
)

H

I
目
リ
ヒ
テ
ル
は
、
ツ
4
l
Y
4
Y
ク
白
い
わ
ゆ
る
「
社
会
化
の

一
重
過
程
」
諭
に
批
判
の
中
心
を
お
く
。
彼
は
、
「
生
産
の
社
会
化
の
一

定
の
段
階
は
、
生
産
の
社
会
的
組
織
の
一
定
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、

生
障
関
係
の
一
定
の
発
展
段
階
を
条
件
づ
け
る
」
と
い
う
ツ
ィ
l
シ
ヤ
ジ

グ
の
主
張

r反
論
し
、
「
こ
の
定
式
化
で
は
、
社
会
的
労
働
の
組
織
化
と

生
産
関
係
が
同
一
視
さ
れ
」
て
お
り
、
「
ど
の
よ
う
な
社
会
的
範
嶋
が
、

生
産
関
係
を
決
定
的
に
規
定
す
る
か
」
が
不
明
で
あ
る
と
レ
う
。
ハ
出
]

回
目
E
Z一
回

σ
五
百
N
8
l
M
己
)

彼
に
よ
れ
ば
、
ツ
ィ
シ
ヤ
ン
ク
の
主
張
は
、
生
庄
点
の
発
展
が
、
「
所

有
関
係
と
は
独
立
に
、
技
術
的
構
造
の
た
め
に
、
労
働
の
社
会
的
な
組
織

に
対
す
る
要
請
」
を
提
起
し
、
管
理
人
や
‘
職
制
を
生
み
出
す
と
い
う
考

え
方
で
あ
り
、
技
術
主
義
的
な
、
立
た
、
官
同
僚
制
に
対
す
る
資
本
1
1
義
的

な
主
張
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
限
り
で
、
ァ
ィ

1
シ
a
r
y
グ
は
、

社
会
関
係
白
本
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
忘
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
本

質
的
な
経
済
関
係
」
す
な
わ
ち
、
「
生
産
手
段
に
対
す
る
所
ム
ど
に
立
ち

第
八
十
七
番

O 
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アィ

l
シ
ヤ
ン
ク
の
同
家
独
占
資
本
宅
義
論
に
つ
い
て

入
っ
て
い
な
し
に
と
リ
い
テ
ル
は
主
張
す
る
c

ま
た
、
ッ
ィ
シ
ャ
ソ
ク
は
、
帝
国
主
義
国
家
に
よ
る
国
民
所
得
の
再

分
配
を
取
り
上
げ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
、
「
流
通
部
面
に
お
け
る
国

民
所
得
の
分
配
と
移
行
の
過
程
を
切
り
離
し
て
考
察
し
て
い
る
。
」
の
で

あ
り
、
「
生
監
物
の
分
割
と
領
有
が
、
生
産
関
係
に
左
っ
て
規
定
酌
な
の

で
は
な
く
、
生
産
千
段
に
対
す
る
領
有
が
、
規
定
的
で
あ
る
と
い
ち
事
実

を
看
過
し
て
い
る
。
」
と
い
う
り
で
あ
る
。

川
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
の
次
の
よ
う
な
引
用
に
よ
っ
て
、
自
説
ケ
補
強

ず
る
。「
分
配
は
、
生
崖
物
の
分
配
で
あ
る
前
に
、
そ
れ
は
、

ω
生
産
用
具
の
分
配
で
あ
り
、

ω
同
じ
制
訴
の
よ
り
す
す
ん
だ
規
定
な
の
だ
が
、
種
々
の
租
煩

の
生
産
へ
の
社
会
成
員
の
分
配
(
一
定
の
生
産
諮
問
係
の
下
へ
の
諸

個
人
の
包
撰
〕
で
あ
る
。
生
産
物
。
分
間
は
、
明
言
ら
か
に
、
生
産

過
程
自
体
の
内
部
に
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
生
産
の
仕
組
み
を
却
定
す

る
こ
の
よ
う
な
分
配
の
結
呆
に
す
ぎ
な
い
。
」
(
同

V
E
H
F
口
E
ロ九

ロE
⑦
仏
民
間
口
t
w
n
o同
唱
。

r
c
Rげ
ぬ
ロ

G
w
o
u
o
E
F
口
お
汁
N
4
2
-
p
m唱

団
O
H
]ド
ヨ

]

戸

田

町

一

山

由

戸

寸

)

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ツ
ィ
1

シ
ヤ
ン
グ
が
国
民
所
得
再
分
配
を

取
り
よ
げ
る
場
合
、
と
の
分
配
過
程
を
所
有
関
係
に
ま
で
追
及
す
る
こ
と

な
く
、
そ
り
ま
ま
で
生
昨
関
係
と
し

τし
ま
っ
た
こ
と
は
リ
ヒ
テ
ル
の
批

判
の
正
し
さ
を
立
証
L
て
い
る
。

た
だ
、
り
ヒ
テ
ル
は
、
こ
れ
以
上
積
板
前
に
国
家
独
占
資
本
主
義
の
必

第
八
十
七
巻

四
六

節
目
号

然
性
を
追
求
せ
ず
に
、
国
家
権
力
の
規
定
を
一
占
的
に
強
調
し
て
い
る
だ

け
な
の
で
、
更
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
必
要
k
思
わ
れ
る
。

F

・
エ
ル
ス
ナ
は
、
次
の
よ
う
に
ツ
ィ

l
シ
ヤ
ン
ク
を
批
判
す
る
。

(
C
一
同
同
2ωι

付
吋
ア
/
イ
[
υ
ν
J
ヤ
ン
ク
は
、
資
木
主
義
社
会
の
「
基
本
矛
盾
」
か
ら
出

発
せ
ず
、
生
産
的
社
会
化
過
程
の
二
重
性
格
主
い
う
「
二
次
的
矛
盾
」
か

ら
出
発
し
て
い
る
。
「
二
次
的
矛
盾
」
は
、
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
、
暴

力
的
に
の
み
(
伺
え
ば
恐
慌
)
解
決
さ
れ
る
ω

と
れ
に
反
し
て
基
本
矛
盾

は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
内
部
で
解
決
さ
れ
持
な
い
。
」

帝
国
主
義
も
資
本
主
義
で
あ
り
、
「
1
b
本
的
な
所
有
関
係
は
も
と
の
ま

ま
」
で
あ
る
。

同
国
家
と
経
済
O
閑
係
に
つ
い
て
、
「
国
家
が
経
済
に
干
渉
し
な
か

っ
た
時
代
は
な
か
っ
た
」
こ
と
及
び
、
国
家
が
、
本
源
的
苓
積
の
過
程
で

演
じ
た
役
割
を
強
制
す
る
。

同
彼
の
主
張
す
る
国
家
独
占
資
本
主
義
の
指
標
は
、
固
有
化
、
資
本

主
義
経
済
に
お
け
る
国
家
の
規
制
的
役
割
、
国
家
に
よ
る
資
本
と
労
働
の

関
係
の
規
制
で
あ
る
。

エ
ル
ス
ナ
l
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
な
基
木
的
な
指
摘
が
、
ど
の
よ
う

に
し
て
国
家
独
内
資
本
主
義
の
必
然
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
彼
は
、
特
に
国
有
を
、
同
家
独
占
資
本
主
義
の
「
決
定
的
に

重
要
な
」
メ
ル
ク
マ
ル
と
よ
び
、
こ
の
点
で
、
コ
ー
ル
マ
イ
的
な
、
信

用
関
係
側
面
か
ら
の
楚
虹
に
対
立
し
て
い
る
。



以

t
、
東
独
の
論
争
中
、
主
要
な
論
点
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
ツ

ィ
1

7

4

ン
ク
の
「
段
階
論
」
が
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
意
見

が
一
致
し
て
も
、
更
に
新
極
的
な
日
出
閣
を
試
み
る
と
な
れ
ば
、
か
た
り
の

相
違
が
み
ら
れ
る
。

次
に
、
「
傾
向
論
」
を
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
開
し
た
ネ
l
ル
ス

の
見
解
を
立
ち
入
勺
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

二
、
独
占
と
国
家
独
占
資
本
主
義

ツ
ィ
l
シャ

γ
ク
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
資
本
規
棋
の
増
大
と
、

そ
れ
に
照
応
す
る
生
産
関
係
の
社
会
化
を
説
明
す
る
場
合
、
基
軸
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
利
河
率
の
傾
向
的
低
下
法
別
で
あ
る
。

ネ
l
ル
ス
は
、
こ
の
法
則
が
、
生
産
と
価
値
増
殖
の
矛
盾
を
深
め
る
こ

と
を
認
め
つ
つ
、
資
本
規
棋
の
噌
大
は
、
資
本
の
「
社
会
的
利
則
」
の
反

対
物
、
す
な
わ
ち
、
資
木
の
集
積
と
集
中
を
表
現
す
る
之
述
べ
、
次
の
よ

う
に
結
論
し
て
い
る
。

「
こ
の
こ
と
は
、
担
会
的
な
資
本
に
対
し
て
、
た
え
ず
小
き
く
な
る
私

個
人
が
、
増
大
す
る
什
由
裁
量
の
権
利
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
、
独
占
体

の
支
配
が
、
最
も
J

両
度
な
発
展
段
階
に
到
達
す
る
過
程
を
意
味
す
る
。
」

(問

H
L
O
E
P

号
品
目

U
S
I
N
g
)

彼
女
は
、
こ
の
蓋
礎
理
論
に
「
全
般
的
危
機
の
第
一
一
段
階
」
と
い
う
条

件
を
導
入
し
、
独
占
体
の
支
配
主
、
資
本
主
義
の
危
機
を
考
慮
せ
ず
に
は
、

国
家
独
占
資
本
主
義
は
考
え
ら
れ
立
い
こ
と
を
子
ぞ
う
と
す
る
。
「
同
家

ツィ
l

シャ

γ
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

独
占
資
本
主
義
へ
の
傾
向
は
、
帝
国
主
義
戦
争
の
必
然
性
と
同
様
に

独
占
資
本
主
義
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
」
(
同
出
。
E
ω
}
M
E
P
ω
ヨ
問
。
日
)
と

い
う
り
が
、
彼
女
り
結
論
で
あ
る
。

彼
止
は
、
以
上
の
二
点
で
、
ツ
ィ

1
シ
セ
ン
ク
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
比

の
二
重
過
程
」
和
基
礎
と
し
た
考
え
方
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
第

の
批
判
点
に
つ
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
ツ
ィ
l
シ
ヤ
ン
ク
が
「
生
産

力
の
社
会
化
」

k

「
生
産
関
係
の
社
会
伯
」
と
を
切
り
離
し
た
上
で
、
両

者
を
単
純
な
因
果
関
係
に
お
い
た
の
に
反
し
、
彼
女
は
、
社
会
的
資
本
の

動
員
と
利
用
を
、
生
産
関
係
の
社
会
化
と
し
て
把
え
る
の
で
は
な
く
、
私

的
資
本
の
内
由
裁
量
権
の
増
大
と
し
た
点
で
あ
る
。
彼
女
は
、
「
生
産
関

係
の
社
会
他
」
諭
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
、
立
ち
入
勺
た
考
察
を
加
え
て

い
な
い
が
、
ピ
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
レ
[
一
一
ン
に
よ
り
つ
つ
次
の
点
を
強
調
す

る。

fc
同

z
t
c
F
吾
丘
、

E
H
H
ω
i
H
H
K
H
)

彼
は
宮
ず
、

ν
l
ユ

γ
の
「
人
民
の
瓦
と
は
何
か
」
か
ら
左
記
の
引
用

を
行
い
、
そ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

「
資
本
主
義
生
産
に
よ
る
労
働
の
社
会
化
は
、
人
々
が
、
同
じ
空
間
で

労
働
す
る
(
こ
れ
は
過
程
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
)
と
い
う
点
に
あ
る
の
で

は
な
く
て
、
資
本
の
集
積
が
、
社
会
的
労
働
の
柿
殊
化
、
あ
ら
ゆ
る
現
存

の
産
業
部
門
に
お
け
る
資
本
家
数
の
減
少
と
、
物
殊
な
産
業
部
門
の
増
大

を
伴
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
多
く
の
特
殊
化
き
れ
た
生
産
過

程
が
、
単
一
の
任
会
的
な
生
産
過
程
に
融
合
し

c
い
る
。
」
(
君
同
「
O

E

P

J44mwωEロ
仏
仏

5
3
〈
O
】

W
E
2
5仏
。
、
一

U

〉
己

ω如
何
雪
山

E
Z
d
f
4
r
d
ユhp
出
品

第
八
十
七
巻

第
凶
川
寸

円
七



ツ
ィ

l

y
ャ
ソ
グ

ο国
家
独
占
資
本
主
義
舗
に
つ
い
て

H
ロ
E
N
ぐ
¢
門
戸
品
出

2
]
E
H
U包
m

ロ寸)

ピ
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
と
の
規
定
に
よ
り
つ
つ
、
ク
ィ

l
シ
ャ
ン
ク
が
、
社

会
化
過
程
を
人
為
的
に
て
つ
に
1
1す
な
わ
ち
、
生
産
h
A
の
社
会
化
と
、

生
産
関
係
の
社
会
化
に
分
裂
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
、
ネ
ル
ス
が
、
「
よ
り
社
会
化
さ
れ
た
生
陸
関
係
」
に
対
し

て
、
「
私
的
資
本
の
白
由
裁
量
権
」

O
増
大
を
強
調
し
た
の
と
軌
を
一
に

寸
る
も
の
と
か
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
ネ
l
ル
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
独
占
体
の

f
へ
の
同
家
の

従
属
は
、
「
独
占
資
本
主
義
的
所
有
に
固
有
の
本
質
」
で
あ
り
、
彼
女
は
、

1

若
干
の
資
本
専
制
者
の
手
中
に
あ
る
社
会
的
資
本
の
円
田
裁
量
権
」
か

ら
出
事
し
、
「
国
家
を
従
属
さ
せ
う
る
独
占
体
の
経
済
的
権
力
は
と
れ
に

も
と
つ
い
て
い
る
。
」
(
同
国
o
u
F
H
E
P
即

日

合

C

〉
と
断
定
す
る
ロ

ω
彼
女
は
、
更
に
、
独
占
体
相
互
の
競
争
を
問
題
に
し
て
い
る
。
と

の
点
は
.
資
本
家
階
帆
制
全
体
の
総
括
と
、
独
占
体
の
支
配
む
絡
み
合

い
を
あ
き
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
向
屈
で
あ
る
が
、
こ
こ
ち
の
検

討
は
保
留
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
白
「
経
済
的
権
力
」
土
レ
う
概
念
は
、
ど
の
よ
有
な
意

味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

彼
古
は
、
「
支
配
関
係
と
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
暴
力
1
1こ
わ
が
、

資
本
宅
義
の
発
展
の
最
新
の
状
態
に
と
っ
て
典
型
的
で
あ
る
こ

C
E
L
、切

回
目
印
〉
と
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
、
彼
女
は
、
独
占
資
本
主
義
に
国
有
の
経
済
的
な
支
配
、
従
属

第
八
十
七
巻

四

第
四
号

四
i¥. 

関
係
か
ら
出
発
し
、
こ
り
支
配
関
係
を
国
家
権
力
利
用
の
問
題
に
ま
で
一

般
化
し
よ
う
正
し
た
の
で
あ
る
。
と
れ
は
、
上
部
構
造
の
問
題
と
ど
の
よ

う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ラ
か
。

三
、
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
独
占
資
本
主
義

国
家
独
占
資
本
主
義
を
独
占
の
本
質
か
ら
説
明
す
る
か
、
ま
た
は
、
「
生

産
関
係
の
社
会
化
L

か
ら
説
明
す
る
の
か
と
い
う
対
立
は
、
国
家
の
経
済

干
渉
に
対
す
る
考
え
方
に
当
然
影
響
を
及
ぼ
す
。

ツ
ィ

I
シ
ャ
シ
ク
に
従
う
と
、
「
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
独
占
体
の
権

力
の
下
へ
り
国
家
の
従
属
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
、
従
来
、
多
く

の
論
者
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
が
、
国
家
の
「
措
置
」
で
あ
り
、
独
占

体
の
利
益
む
た
め
の
経
清
政
策
、
ま
た
は
「
国
家
的
方
法
」
左
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
に
よ
る
と
、
こ
り
考
え
方
は
、
同
家
独
占
資
本
主
義
主

「
政
治
問
題
」

K
L
、
「
各
種
の
国
家
独
占
資
本
主
義
的
措
置
は
、
事
実

上
、
金
融
寡
頭
制
の
主
観
的
な
、
日
由
な
意
士
山
決
定
に
よ
っ
て
説
灯
さ
れ

る
こ
と
」
に
な
り
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
作
州
と
影
響
と
は
、
単
に

「
国
家
の
政
策
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
古
う
。

ω
彼
が
、
間
接
、
批
判
白
対
象
に
お
い
て
い
る
の
は
チ
ヱ
プ
ラ
コ
プ

で
あ
る
が
、
府
史
上
の
耳
日
論
的
対
立
と
し
亡
、
カ
ウ
ァ
キ
l
と
レ
1

ニ
ソ
の
論
争
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
D

ν

1

一
一
ン
の
帝

国
主
義
論
に
よ
る
と
、
前
者
は
、
帝
国
主
義
を
金
融
皆
本
町
好
ん
で

用
い
る
「
政
策
」
と
し
、
後
者
は
、
「
独
白
」
と
い
う
経
済
的
規
定



か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
ッ
ィ

I

ジ
ャ
ソ
グ
が
、
擬
制

資
本
を
研
究
し
た
際
に
は
、
ヒ
ル
プ
ァ

l
デ
ィ
ン
グ
が
、
批
判
の
対

象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
及
は
次
の
文
献
を
参
照
。

同
国
庄
司
E
ロ
ぬ
)
ロ
E

明
E
E
H
N
W
m
v
]
U
H
F
-
}
ロ
ド
丘
N
d
p
d
H
]
品
回
ぬ
ユ
E

呂
E

m

t
〈

H
F
O
ヨ
ロ

H
H
H
4
m
w
H
E
H
Z
H
H
H
E
巳
3
E
O
η
冨
耳
切
印

E
丘

ロ
ヨ
内
同
自
問
。

]
M
R
t
z
E
g
〉
戸
間
的
。
当
n
E
Z
J
J
F
ユ一
np
出
凶

H

ロルぬけ
N

〈
ο
己
m
d
自
問
。
同
ロ
ロ

H
u
m
u
-

静
田
均
「
カ
ウ
ツ
キ
!
の
吋
国
主
義
観
念
」
ハ
経
済
論
議
七
五
巻
五

号
)
「
ヒ
ル
フ
ァ

1
デ
ィ
ン
グ
の
帝
国
主
義
論
」
け
(
岡
、
七
八
巻

四
号
)
「
概
念
と
し
て
の
常
国
主
義
」
(
岡
、
八
回
世
一
号
)
「
カ

ウ
ツ
キ
ー
の
超
帝
国
主
義
論
」
(
問
、
八
五
巻
二
号
)

彼
は
、
こ
の
考
え
方
を
「
組
繊
さ
れ
た
資
本
主
義
」
の
考
え
方
と
同
じ

水
準
の
も
の
之
断
定
し
、
次
の
よ
う
な
万
法
論
を
提
示
?
る
。

そ
れ
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
を
単
な
る
「
政
策
」
と
し
て
で
な
く
、

「
一
つ
の
新
し
い
生
産
関
係
」
之
し
て
、
そ
れ
が
、
な
ぜ
、
「
経
済
的
に

必
要
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
役
割
を
演
ず
る
の
か
」
を
追
求
し
、
「
資
本
主

義
的
生
産
関
係
の
一
段
階
」
予
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法

論
に
従
っ
て
、
伎
は
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
独
占
資
本
主
義
を
、
次
の

よ
う
な
順
序
で
把
握
し
て
行
く
。

彼
は
ま
ず
、
「
生
産
関
係
の
社
会
化
」
理
論
に
よ
っ
て
、
国
家
が
、
再

生
産
過
程
の
一
要
素
と
な
ら
ざ
ゐ
を
得
な
い
こ
止
を
示
し
て
か
ら
次
の
よ

う
に
い
う
。

「
帝
国
主
義
国
家
、
す
な
わ
ち
、
全
社
会
を
包
括
す
る
権
力
機
構
を
経

ツ
ィ

l
v
べ

γ
ク
の
同
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

済
に
引
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
社
会
的
経
済
指
導
の
機
構
』
を
可

能
な
ら
し
め
る
生
産
の
よ
り
大
き
な
社
会
的
総
括
が
生
ま
れ
る
。
ま
さ
に
、

そ
り
こ
と
か
ら
、
再
生
産
過
程
に
対
し
て
、
国
家
の
政
策
が
、
決
定
的
な

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
新
し
い
生
産
の
下
で
、
金
融
寡
四
川
は
、
経
済
干
渉
。
大
き
な
可

能
性
を
獲
得
す
る
ロ

「
問
題
を
、
土
台
と
上
部
構
造
の
見
地
か
ら
み
る
場
合
、
こ
こ
に
資
木

主
義
的
生
産
関
係
の
発
展
段
階
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
(
井
地
制
、

前
出
、
四
六
叫
也
頁
〕

ツ
ィ

l
ジ
ヤ
ン
ク
の
こ
の
」
う
な
問
題
提
起
を
甘
定
し
た
の
は
、
コ
ー

マ
イ
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
礼
を
「
決
定
的
な
貢
献
」
左
上
び
、
ツ
ィ

l
ジ

ヤ
ン
ク
の
理
論
は
批
判
す
る
が
、
国
家
独
占
資
木
主
義
を
「
生
産
関
係
」

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
は
賛
成
す
る
。
他
万
、
リ
ヒ
テ
ル
は
、
同
家
町
一

政
策
等
を
生
産
関
係
に
入
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
も
つ
ば
ら
、
「
政
治
権

力
」
と
し
て
の
国
家
に
枠
内
意
を
向
け
た
。

他
方
、
ネ
l
ル
ス
は
、
独
占
体
の
経
済
的
権
力
増
大
と
い
ラ
立
場
か
ら

国
家
権
刀
の
問
題
に
接
近
す
る
の
で
、
国
家
独
占
資
本
主
義
が
生
産
関
係

で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
新
し
い
生
産
関
係
だ
か
ら
で
な
く
、
独
占
資
本

主
義
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
彼
女
に
あ
っ
て
は
、
問
題
が
、
金
融
寡
頭
制
白
本
質
と
笥
接

に
関
係
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
「
そ
の
機
能
は
、
経
済
的
権
力
白
利
用
に

よ
り
、
大
規
模
な
余
融
操
作
主
投
機
に
よ
り
、
社
会
的
労
働
の
成
果
を
領

第
八
十
七
巻

冗

第
四
号

四
九



ツ
ィ
I
ジ
ャ

γ
ク
の
国
家
独
占
資
ふ
主
義
論
に
つ
い
て

有
す
る
点
に
あ
る
。
」
と
述
べ
て
、
不
生
産
的
階
級
、
官
吏
、
軍
隊
、
官

僚
機
構
等
々
の
寄
生
的
性
絡
を
強
制
寸
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
同
民
所

得
の
分
配
に
変
化
を
も
た
ら
し
は
す
る
が
、
帝
函
主
義
の
本
質
に
新
し
い

も
の
を
つ
け
加
え
る
の
で
は
な
く
て
、
本
来
の
寄
生
的
性
格
を
強
め
る
に

す
ぎ
な
い
と
彼
女
は
考
え
て
い
る
o

h阿
国
各
F
E
H
P
E
M
E
N巴
)

で
は
、
他
方
で
、
国
家
白
経
済
過
程
へ
り
干
渉
は
ど
の
よ
う
に
一
昨
価
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
は
、
そ
れ
が
一
「
資
本
L

乙
生
産
の
高
度
な
集
中
と

集
松
」
「
経
済
的
権
力
の
集
中
」
の
基
礎
上
で
、
「
金
融
寡
頭
訓
の
行
う

社
会
的
な
生
産
と
八
歪
拍
の
統
制
」
と
み
て
、
こ
の
統
制
は
、
資
本
主
義
の

枠
内
で
枝
市
町
形
態
で
あ
る
が
、
経
済
及
び
、
政
治
に
甘
い
て
到
達
し
た

支
配
凶
係
、
及
び
、
「
暴
力
体
制
」
で
あ
る
と
結
論
す
る
d

。zp
m
M
g
)

川
比
に
ネ
ル
ス
は
、
「
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」
と
し
て
の
全
資

本
主
義
体
制
の
腐
敗
之
、
崩
地
に
言
及
し
、
こ
の
側
面
か
ら
、
国
家
権
力

吉
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

「
全
資
本
主
義
体
制
の
腐
敗
と
崩
壊
は
、
強
制
的
に
、
金
融
資
本
の
経

済
的
方
法
に
対
し
て
、
暴
ゎ
刈
と
経
済
外
的
強
制
を
典
型
的
な
も
の
と
す
る
。

だ
が
、
こ
の
方
法
の
最
も
現
実
的
な
も
の
は
、
岡
山
本
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
。
」

(
凶

UH与一
ω
日
出
品
)

こ
こ
ま
で
、
論
及
し
て
み
る
と
、
ツ
ィ

I
シ
ヤ
ン
ク
り
よ
部
構
造
の
担

え
万
土
、
ネ
i
ル
ス
白
そ
れ
と
は
、
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
こ
と
は
明
瞭

で
あ
る
。

前
者
は
、
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
新
し
い
生
産
関
係
を
ま
ず
n
品
川
し
、

第
八
十
七
巻

五
C 

」一/、

第
四
ロ
マ

(
生
産
関
係
と
し
て
の
国
家
独
占
資
本
主
義
〕
こ
D
生
産
関
係
が
現
実
に

運
動
す
る
の
を
確
認
し
、
媒
介
し
、
促
進
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
問
題
を

把
ぇ
、
従
っ
て
、
恭
本
的
に
は
、
生
産
力
を
発
展
さ
せ
ゐ
方
向
で
の
み
、

上
部
構
造
の
作
用
を
把
握
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
生
陸
悶
係
が
、

生
産
力
の
怪
惜
に
転
化
し
、
こ
の
生
産
関
係
の
強
力
な
維
持
者
と
L
て
賞

揚
す
る
場
合
の
上
部
構
造
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
e

勿
論
、
ネ
l
ル
ス
も
、
同
家
独
占
資
本
主
義
を
、
生
庄
の
社
会
化
の
最

高
の
発
展
形
態
ー
と
み
る
こ
と
に
反
対
は
し
な
い
。

「も

L
、
階
赦
諸
関
係
を
抽
象
し
、
そ
の
基
礎
に
倒
た
わ
る
所
有
話
関

係
を
抽
象
し
た
形
式
だ
に
乃
を
考
察
す
れ
ば
資
本
主
義
に
お
け
る
社
会

的
生
産
と
分
業
の
統
制
の
可
能
性
と
必
然
性
が
、
生
産
の
社
会
化
と
、
経

済
的
権
力
の
集
中
の
高
度
な
水
準
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
主
義
の
客
観
的
・
物
質
的
な
諸
条
件
が
成

熟
し
、
そ
れ
故
に
、

『
在
的
所
有
諸
関
係
が
外
被
と
な
り
、
そ
の
内
特
に
は
、
す
で
に
、
も

は
や
照
応
旧
米
な
く
な
り
、
従
っ
て
、
私
的
諮
問
係
の
排
除
を
人
為
的
に

お
く
ら
せ
る
場
合
に
は
、
不
可
避
的
民
、
腐
敗
を
よ
び
お
こ
さ
ざ
る
を
得

な
い
。
L

(

者

H
F
O
E
P
H目
E
=色
白
目

s
p
r
v
o
p
z
S
E
E
E白

骨
ω
同

4
H
E
E田
5
5
H
F
m
∞
ど
)
と
い
ろ
と
と
以
外
に
は
、
何
物

も
表
現
し
な
い
。
」

(
H
U
E
-
ω
N
E印
)
(
彼
女
は
、
更
に
、
全
般
的
危
機
や

経
済
白
軍
事
化
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
符
略
し
た
い
。
)

以
上
一
の
考
察
か
ら
、
ツ
ィ

l
シ
ヤ
ン
ク
の
世
論
の
基
本
的
な
、
ま
た
、
方



法
論
的
な
欠
陥
は
、
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

け
生
産
関
係
の
考
察
か
ら
、
国
家
独
占
資
本
主
義
に
接
近
す
る
場
〈
円
、

自
由
競
争
の
独
市
へ
の
転
化
と
い
う
基
本
的
な
変
化
か
ら
出
発
せ
ず
に
、

比
{
産
力
と
生
産
関
係
に
関
す
る
「
二
主
性
」
の
シ
ェ
ー
す
か
ら
出
先
し
た

た
め
、
独
占
。
経
済
的
権
力
と
、
そ
の
下
へ
の
国
家
の
従
属
と
い
う
事
態

を
把
陸
出
来
な
く
な
っ
た
こ
と
。

付
従
つ
亡
、
国
家
の
経
済
干
渉
の
方
向
は
、
ツ
ィ
l
シ
ャ
ン
ク
に
あ

っ
て
は
、
独
占
以
前
の
資
本
主
、
調
と
同
様
に
、
生
産
力
の
発
展
に
プ
ラ
ス

白
方
向
だ
け
が
理
論
づ
け
ら
れ
、
独
占
段
階
に
支
配
的
な
、
経
済
的
発
展

に
反
対
し
、
私
的
所
有
が
暴
力
的
に
維
持
す
る
と
い
う
側
面
は
評
価
出
来

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

例
え
ば
、
戦
争
経
済
が
示
す
よ
う
に
、
同
家
の
経
済
干
渉
は
、
あ
る
局

面
で
牛
崖
力
を
発
展
さ
せ
る
五
向
に
作
用
す
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

し
か
し
、
他
国
で
、
軍
事
支
出
が
、
経
済
成
長
の
負
担
と
な
り
、
又
、

イ
ン
フ
レ
l
ジ
三
ン
を
通
じ
て
社
会
の
生
産
力
を
浪
費
す
る
こ
左
も
事
実

で
あ
る
。

現
代
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
固
で
浪
型
的
だ
と
断
定
す
る
乙
と
は
勿
論
誤
り

で
あ
り
、
国
誌
の
経
済
干
渉
が
、
公
共
投
資
手
を
通
じ
て
、
生
産
力
発
展

の
五
向
に
作
川
す
る
こ
L

と
は
当
然
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
仕
万
向

が
、
究
極
的
な
、
ま
た
、
長
期
的
な
、
資
木
主
義
の
体
制
的
維
持
と
い
う

羽
角
の
限
度
円
で
し
か
件
同
し
な
い
と
い
う
事
態
に
あ
る
主
考
え
ら
れ
る
υ

こ
の
点
は
、
社
会
発
展

rお
け
る
強
力
の
作
用
、
そ
の
発
展
途
上
に
お
け

ツ
ィ

I
シ命

γ
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

。
作
川
の
区
別
の
問
題
で
も
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
強
力
の
法
則
的
な

説
明
を
行
っ
た
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
政
治
的
強
力
は
、
そ
れ
が
、
社
会
に
対
す
る
対
立
的
存
在
と
な
り
、

奉
仕
者
か
ら
主
人
に
幅
化
し
た
の
ふ
り
、
二
通
り
の
方
向
で
作
川
す
る
こ
と

が
出
本
る
。
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
合
法
則
的
な
、
経
済
発
展
の
意

味
と
万
向
と
に
添
っ
て
作
川
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
両
者
の
聞
に
、
何

ら
の
衝
突
も
な
く
、
経
済
的
発
展
が
促
進
さ
れ
る
。

だ
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
経
済
的
発
展
に
さ
か
ら
っ

て
作
川
す
る
e

そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
小
数
の
例
外
を
除

け
ば
、
経
済
的
発
展
に
屈
伏
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
」
宙
開
口
哲

F

Z
O
H
Z

ロC
U
H
E
m
∞
弓
ヨ
謡
、
巴
N戸
口
m

r
】「

4
J
ω

吉
田
の
ケ
m
w
p

ロ5
Z

J

t
己
品

目
O
H
ロH
H
H
C日
仏

m
w
m
M
N
U
l
N
N品
)

ツ
ィ
l
v
ヤ
ン
ク
の
行
っ
た
生
産
関
係
と
し
て
の
国
家
独
占
資
本
主
義

と
い
う
問
題
の
提
起
は
、
強
力
の
二
つ
の
作
用
と
い
う
視
角
か
ら
み
れ
ば
、

形
式
論
的
な
方
法
論
で
あ
る
こ
と
は
有
定
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に

考
察
し
た
よ
う
に
、
政
治
権
力
が
、
生
産
刀
の
発
展
を
促
進
す
る
と
い
う

側
面
だ
け
L
か
評
価
し
伴
な
い
こ
と
に
事
実
し
に
な
っ
て

L
ま
う
ω

内
特
的

に
み
れ
ば
、
独
占
の
論
理
か
ら
出
発
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な

結
果
乞
招
い
た
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
方
法
論
と
、
「
段
階
論
」

は
、
乙
こ
で
も
山
市
按
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
八
十
じ
巻

七

第
四
U

勺

五:



ツ
ィ
1
シ
ャ
ン
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

四
、
結

論

経
済
政
策
論
、
財
政
論
に
お
い
て
、
国
家
権
力
り
問
題
を
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
方
法
論
上
の
基
本
問
題
で
あ
る
。

暴
力
の
問
題
一
般
を
原
理
論
の
外
に
お
く
考
え
h
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、

宇
野
弘
蔵
、
武
田
隆
夫
阿
教
授
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
最

崎
稔
、
直
阿
茶
彦
同
教
授
、
斉
藤
博
氏
の
批
判
が
あ
る
。

ま
た
、
最
大
限
利
潤
法
則
中
、
社
会
発
展
法
則
の
解
珂
主
い
う
立
場
か

ら
も
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
に
共
通
し
士
特
色
は
、

固
ま
権
刀
が
、
経
済
過
程
に
干
渉
す
る
必
然
性
を
資
本
主
義
発
展
D
論
理

の
中
に
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
不
純
な
も
の
」
、
と
し
て
、
暴

力
的
契
機
を
経
済
学
か
ら
追
放
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
ツ
ィ

l
シ
ャ
シ
ク
の
考
え
点
は
、
一
つ
の
問
題
提

起
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、
国
家
的
括
責

l
i政
事
ー
ー
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

中
産
関
係
と
し
て
の
出
家
独
占
資
本
主
義
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

L

に
し
て
、
資
本
苓
積
、
す
な
わ
ち
、
拡
大
再
生
産
り
進
行
の
士
め
に
、
国

家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
再
生
産
過
程
に
引
き
込
ま
れ
る
か
を
問
題
に
す

る。
上
部
構
造
町
一
変
化
は
、
土
台
の
変
化
か
ら
説
明
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的

た
意
味
で
は
、
こ
の
問
題
提
起
位
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
独
占
の
論
理
か
ら
で
は
な
く
、
生
産

持
八
十
台
巻

ハ、

第
四
号

ヲ主

の
社
会
化
の
二
重
性
の
論
理
か
ら
、
「
生
産
関
係
」
左

L
て
の
国
家
が
生

み
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
諦
請
か
ら
は
、
同
家
暴
力
の
一
側
面
、
す
な
わ

ち
、
経
済
事
展
を
促
進
す
る
と
い
う
側
面
|
|
産
業
資
本
主
義
段
階
で
の

国
家
暴
力

i
ー
だ
け
し
か
一
許
価
す
る
こ
し
と
が
出
来
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
、
独
占
段
階
に
お
け
る
国
家
暴
力
は
、
経
済
に
お
け
る

独
占
の
諭
珂
か
ら
琵
生
す
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
経
済
的
権
力

主
背
却
に
、
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
浸
透
し
、
国
家
機
関
を
通
じ
て
の

強
力
な
組
織
的
暴
力
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
結
論
が
生
ま
れ
る
。

こ
の
独
占
を
擁
護
す
る
暴
力
の
「
経
済
的
力
能
」
は
、
原
蓄
の
場
合
と

は
逆
に
、
経
済
発
展
に
反
対
す
る
私
的
所
有
の
維
持
者
で
あ
る
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
。

従
q

て
、
こ
の
場
合
の
生
産
関
係
の
変
化
は
、
産
業
資
本
か
ら
、
独
占

資
本
主
義
的
生
産
関
係
へ
の
移
行
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
独
占
資
本

主
義
は
、
"
や
の
最
も
完
成
き
れ
た
、
典
型
的
な
独
占
資
本
主
義
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
。

こ
り
結
論
を
、
経
済
政
策
円
一
方
法
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
任
会
発
展
に

お
け
る
暴
力
の
二
つ
の
作
用
|
|
従
っ
て
、
こ
の
作
用
の
基
般
に
あ
る
自

由
競
争
か
ら
独
占
へ
の
転
化
ー
ー
を
区
別
し
、
現
代
に
お
い
て
は
、
独
占

資
木
の
運
動
法
則
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
政
策
論
の
出
発
点
と
な
る
。

独
占
白
論
理
を
.
宇
野
教
援
の
L

よ
う
に
不
純
な
も
の
と
し
て
、
原
理
論

か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、
暴
力
の
作
用
の
相
違
と
、
ぞ
れ
に
も
と
づ
く
現

代
資
本
主
義
の
諸
現
象
の
合
法
則
的
な
把
握
を
困
難
に
す
る
で
あ
ろ
う
。



現
在
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
は
、
固
有
問
題
、
自
己
金
融
問
題
等
、

多
く
の
解
決
す
べ
き
問
団
乞
持
っ
て
い
る
が
、
最
も
基
本
的
な
問
題
と
し

て
、
国
家
権
力
に
よ
る
経
済
干
渉
の
法
則
的
な
把
慢
が
強
く
要
請
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
小
論
は
、
ツ
ィ

l
シ
ヤ
ン
ク
の
理
論
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
た
め
の
山
川
発
点
を
あ
き
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

ω
宇
野
弘
蹴
「
経
荷
政
策
論
」
、
同
「
『
資
本
前
』
し
乙
社
会
土
義
」
、
問
、

「
経
済
学
と
唯
物
史
問
」
「
経
済
評
論
、
一
九
五
九
年
四
月
号
)
、
問
、

「
経
済
学
に
お
け
る
原
理
論
と
段
階
論
」
(
思
想
四
一
一
二
号
〉
、
武
田

隆
夫
「
マ
ル
ク
ス
経
許
学
と
財
政
学
」
一
ハ
有
沢
、
宇
野
、
向
坂
編
「
マ

ル
ク
ス
経
済
学
の
研
究
」
所
収
)
、
武
田
隆
夫
、
遠
藤
洞
古
、
大
内

力
共
著
「
近
代
財
政
の
理
論
」

ω
豊
崎
稔
「
経
済
政
撤
学
の
担
論
的
性
科
」
(
経
済
論
議
b
七
巻

ツ
ィ
l
ジ
ヤ
ン
グ
の
凶
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て

六
月
)
、
岡
、
「
経
済
政
策
宇
の
方
法
論
」
(
経
済
論
叢
七
九
者
一
号
)
、

同
、
「
戦
後
産
業
循
環
と
恐
慌
」
(
現
代
資
本
主
義
講
座

I
)

島
恭
彦
「
財
政
学
原
理
」
、
問
、
「
現
代
の
国
家
主
財
政
の
盟
諭
」
、

岡
、
「
肘
政
学
の
方
法
と
刻
象
」
(
近
代
財
政
誹
也

I
〉

斎
藤
博
「
財
政
学
と
同
家
認
識
」
(
経
済
論
叢
b
九
巻
ご
月
)

同
最
大
限
利
潤
法
則
と
の
関
連
で
は
、
松
井
情
「
現
代
資
本
主
義
の

基
本
的
経
済
法
則
」
(
現
代
資
本
主
義
講
陣

I
)

朴
〈
回
発
民
法
則
と
の
関
連
で
は
、
堀
江
英
一
「
産
業
資
本
主
義
の
桝

措
理
論
」
、
吉
村
連
次
「
資
本
主
義
の
運
動
法
則
に
お
け
る
論
理
酌

な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
」
伺
(
経
済
論
叢
八
四
巻
六
号
〉

こ
の
他
、
プ
ラ
ン
論
争
関
係
は
無
数
に
あ
る
が
、
直
接
の
関
係
が
な

い

の

で

省

略

す

る

。

(

一

九

六

心

年

九

月

H
)

第
八
寸
七
巻

九

第
同
門
勺

フ宅


